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保

険

保

険

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を

送
付

　

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
証

の
更
新
日
は
８
月
１
日
㈯
で
す
。
新

し
い
高
齢
受
給
者
証
は
黄
色
で
、
前

年
中
の
所
得
で
医
療
費
負
担
割
合
が

決
ま
り
ま
す
。
新
し
い
高
齢
受
給
者

証
は
７
月
末
ま
で
に
郵
送
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

対 

象

　

 

誕
生
日
が
昭
和
15
年
８
月
２
日
以

降
で
８
月
１
日
㈯
現
在
70
歳
の
人

※ 

８
月
２
日
㈰
以
降
に
70
歳
に
な
る

人
は
、
誕
生
月
の
翌
月
１
日
か
ら

適
用
。
誕
生
月
下
旬
に
高
齢
受
給

者
証
を
郵
送
。
１
日
生
ま
れ
の
人

は
誕
生
月
か
ら
適
用

負
担
割
合

○ 

誕
生
日
が
昭
和
15
年
８
月
２
日
〜

昭
和
19
年
４
月
１
日
の
人
…
１
割

ま
た
は
３
割
負
担

○  

誕
生
日
が
昭
和
19
年
４
月
２
日
以

降
の
人
…
２
割
ま
た
は
３
割
負
担

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の

更
新

　

国
民
健
康
保
険
の
特
定
疾
病
療
養

受
療
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈮

で
す
。
８
月
１
日
㈯
以
降
も
療
養
受

療
す
る
人
は
更
新
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
人
に
は
、
７
月
中
に
申

請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。、
８
月

31
日
㈪
ま
で
に
郵
送
ま
た
は
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
の 

更
新

　

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
「
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈮
で
す
。　

８
月
１
日
㈯
以
降
も
認
定
証
が
必
要

な
人
は
申
請
が
必
要
で
す
。

○ 

限
度
額
適
用
認
定
証
…
70
歳
未
満

の
被
保
険
者
に
交
付

○ 

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
…
住
民

税
非
課
税
世
帯
に
交
付

○ 

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
…
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

70
歳
以
上
の
被
保
険
者
・
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
に
交
付

申 

請
方
法

　

 

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢

者
医
療
の
保
険
証
、
印
鑑
を
持
っ

て
直
接

※ 

古
い
認
定
証
は
回
収

申 

請
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

保
険
料
は
毎
月
納
付
期
限

内
の
納
付
を

　

国
民
健
康
保
険
料
第
３
期
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
第
２
期
の
普
通

徴
収
の
納
付
期
限
は
次
の
と
お
り
で

す
。

納 

付
期
限　

８
月
31
日
㈪

◆
国
保
料
納
付
は
口
座
振
替
で

　

保
険
収
納
課
の
窓
口
で
は
、
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
行

っ
て
い
ま
す
。
銀
行
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
簡
単
に
国
保
料

の
口
座
振
替
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
は
不
可

◆
８
月
の
日
曜
納
付
相
談
日

と 

き

　

８
月
30
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と 

こ
ろ

　

 

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別
館
１

階
）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※ 

保
険
証
・
納
付
書
の
発
行
は
保
険

収
納
課
の
み

短
期
被
保
険
者
証
の
更
新

　

８
月
１
日
㈯
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
の
更
新
手

続
き
が
ま
だ
の
人
は
手
続
き
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
平
日
に
来
庁
で
き
な

い
人
は
日
曜
納
付
相
談
日
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

持 

ち
物　

印
鑑
、
身
分
証
明
書
（
運

転
免
許
証
な
ど
）
、
短
期
被
保
険

者
証

問 
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

水

道

水

道

水
洗
化
は
３
年
以
内
に

　

く
み
取
り
便
所
は
、
公
共
下
水
道

が
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
３
年
以

内
に
水
洗
化
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

水
洗
化
工
事
は
門
真
市
排
水
設
備
指

定
工
事
店
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
助
成
制
度

　

公
共
下
水
道
が
使
え
る
日
か
ら
３

年
以
内
に
便
所
を
改
造
す
る
場
合
に
、

助
成
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

内 

容

　

水
洗
化
工
事
１
件
あ
た
り
５
千
円

◆
貸
付
制
度

　

公
共
下
水
道
が
使
え
る
地
域
で
便

所
を
改
造
す
る
場
合
は
、
費
用
資
金

の
貸
し
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

内 

容

　

 

水
洗
化
工
事
１
件
あ
た
り
30
万
円

以
内

※ 

水
洗
化
工
事
費
用
の
範
囲
内

※ 

元
利
均
等
償
還
で
年
利
２
・
４
％
。

返
済
回
数
は
36
回

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問 

合
先

　

公
共
下
水
道
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
７
０
５

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替

　

８
月
の
水
道
メ
ー
タ
ー
取
替
予
定

地
区
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
取
替
作

業
は
委
託
業
者
が
行
い
、
費
用
は
無

料
で
す
。

　

上
下
水
道
局
を
装
っ
た
訪
問
販

売
・
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

８ 

月
の
取
替
予
定
地
区

　

 

上
野
口
町
、
北
巣
本
町
、
巣
本
町
、

脇
田
町
、
江
端
町

※ 

地
区
は
追
加
す
る
場
合
あ
り

委     託業
者　

㈱
星
和
管
工

　

☎
０
７
２
（
８
８
２
）
９
２
１
５

問 

合
先

　

上
下
水
道
局
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６
（
６
９
０
３
）
２
１
２
１

水
道
管
の
漏
水
調
査

　

上
下
水
道
局
で
は
、
毎
年
水
道
管

の
漏
水
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
27

年
度
は
、
古
川
か
ら
東
側
の
地
域
で

漏
水
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
は
委
託
業
者
が
実
施
し
ま
す
。

作
業
員
は
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て

い
ま
す
。

調 

査
期
間　

　

８
月
中
旬
〜
28
年
２
月
下
旬

※
日
程
は
変
更
す
る
場
合
あ
り

調 

査
地
域

　

 

三
ツ
島
１
丁
目
〜
６
丁
目
、
北
島

町
、
大
字
北
島
、
大
字
野
口
、
大

字
横
地
、
千
石
西
町
、
千
石
東
町
、

脇
田
町
、
江
端
町
、
東
江
端
町
、

五
月
田
町
、
打
越
町
、
大
字
打
越
、

舟
田
町
、
沖
町
、
島
頭
１
丁
目
〜

４
丁
目
、
下
馬
伏
町
、
岸
和
田
１

丁
目
〜
４
丁
目
、
南
野
口
町
、
四

宮
１
丁
目
〜
６
丁
目
、
北
岸
和
田

１
丁
目
〜
３
丁
目
、
大
橋
町
、
大

池
町
、
上
野
口
町
、
下
島
町
、
宮

前
町
、
北
巣
本
町
、
巣
本
町
、
常

盤
町
、
野
里
町
、
常
称
寺
町
、
宮

野
町
、
朝
日
町
、
上
島
町
、
城
垣

町
問 

合
先

　

上
下
水
道
局
工
務
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
３
）
２
１
２
３

年

金

年

金

休
日
国
民
年
金
相
談

　

退
職
し
た
場
合
な
ど
の
手
続
き
や
、

免
除
申
請
な
ど
を
受
け
付
け
ま
す
。

と 

き　

８
月
30
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と 

こ
ろ　

　

市
民
課
（
市
役
所
別
館
１
階
）

持 

ち
物　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※ 

離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
な
ど
（
写
し
可
）

※ 

同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
代
理
人
の
身
分
証
明
書

問 

合
先　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

障
害
基
礎
年
金

　

病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
の
状
態
と

な
っ
た
と
き
、
一
定
の
要
件
を
満
た

せ
ば
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

障
が
い
者
手
帳
が
あ
れ
ば
支
給
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
年
金
機

構
が
診
断
書
な
ど
を
審
査
し
、
支
給

を
決
定
し
ま
す
。
傷
病
の
初
診
日
や
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
・
免
除
の

状
況
な
ど
が
問
わ
れ
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

合
先　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

国
民
年
金
保
険
料
の 

免
除
申
請

　

国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
な
場
合
は
、
免
除
申
請
な
ど
を
し

て
、
未
納
期
間
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分

ま
で
申
請
で
き
ま
す
。

申 

請
に
必
要
な
物　

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※ 

離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
な
ど
（
写
し
可
）

※ 

同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
代
理
人
の
身
分
証
明
書

問 

合
先　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

￥
税

金

税

金

市
・
府
民
税
２
期
分
の
納

付
期
限
は
８
月
31
日
㈪

　

市
・
府
民
税
２
期
分
の
納
付
期
限

は
８
月
31
日
㈪
で
す
。
納
期
限
が
過

ぎ
る
と
、
延
滞
金
な
ど
が
加
算
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
市
税
の
納
付

に
は
、
便
利
で
安
心
・
安
全
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
日
曜
納
付
相
談

　

平
日
は
仕
事
な
ど
で
、
来
庁
で
き

な
い
人
は
、
日
曜
納
付
相
談
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

と 

き　

８
月
30
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と 

こ
ろ　

納
税
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
）

※ 

証
明
書
発
行
な
ど
は
不
可

問 

合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
３
５

個
人
事
業
税
第
１
期
分
の

納
期
限
は
８
月
31
日
㈪

　

個
人
事
業
税
第
１
期
分
の
納
期
限

は
８
月
31
日
㈪
で
す
。
８
月
に
、
第

１
期
分
と
第
２
期
分
の
納
付
書
を
送

付
し
ま
す
（
口
座
振
替
の
人
を
除

く
）
。

※ 

年
間
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合

は
第
２
期
分
の
納
付
書
な
し

◆
個
人
事
業
税
の
コ
ン
ビ
ニ
納
付

　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
が

あ
る
納
付
用
紙
で
あ
れ
ば
、
個
人
事

業
税
を
次
の
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

納 

付
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ

　

 

サ
ー
ク
ル
Ｋ
、
サ
ン
ク
ス
、
セ
ブ

ン
‐
イ
レ
ブ
ン
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ

ザ
キ
、
ニ
ュ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ

ー
ス
ト
ア
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
ヤ
マ
ザ
キ
ス
ペ

シ
ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ョ
ッ
プ
、

ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
ー
、

ロ
ー
ソ
ン 

問 

合
先　

北
河
内
府
税
事
務
所

　

☎
０
７
２
（
８
４
４
）
１
３
３
１

大阪府広報担当副
知事もずやん

　市職員や、市からの派遣業者などを装って、
宅地内の排水設備（排水管・桝

ます

など）の清掃・
点検が必要と言葉巧みに勧誘し、高額な代金を
請求する事例が市内で報告されています。
　宅地内の排水設備は、各家庭が維持・管理す
るものです。市役所から業者を派遣することは
ありません。不審な場合は、職員証・身分証明
書の提示を求めてください。
　特に、高齢者をねらった悪質な事例が増えて
います。すぐに契約せずに、内容を十分に確認
し、不審な点があればご連絡ください。また、
被害に遭った場合は、門真市消費生活センター
へご連絡ください。
連絡・問合先
　公共下水道課
　☎０６（６９０２）６７０５
　門真市消費生活センター
　☎０６（６９０２）７２４９

悪質な宅内排水設備業者にご注意を悪質な宅内排水設備業者にご注意を悪質な宅内排水設備業者にご注意を悪質な宅内排水設備業者にご注意を

ま
ち
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間

８
月
10
日
は
道
の
日

道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
標
語

　

い
い
出
会
い　

い
い
道
か
ら
の

　

贈
り
物

　

道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
は
、
道
路
の

役
割
・
重
要
性
を
再
確
認
し
、
道
路

と
ふ
れ
あ
い
、
い
つ
く
し
む
意
識
を

持
っ
て
も
ら
う
運
動
で
す
。

　

ま
た
、
８
月
10
日
は
「
道
の
日
」

で
す
。
生
活
に
欠
か
せ
な
い
道
路
を

美
し
く
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

◆ 

道
路
を
快
適
に
使
う
ポ
イ
ン
ト

① 

ご
み
を
ポ
イ
捨
て
し
な
い

② 

看
板
や
商
品
な
ど
を
道
路
に
は
み

出
し
て
設
置
し
な
い

③ 

違
法
駐
車
、
自
転
車
放
置
な
ど
を

し
な
い

◆ 

道
路
付
属
施
設
の
故
障
な
ど
は
ご

連
絡
を

　

道
路
照
明
灯
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、
排
水
施
設
な
ど
の

道
路
付
属
施
設
の
故
障
や
、
道
路
の

穴
な
ど
は
、
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
発
見
し
た
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

土
木
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
４
８
７

樹
木
を
配
布
し
ま
す

　

市
と
府
は
、
緑
化
活
動
と
し
て
、

各
種
団
体
・
学
校
な
ど
に
樹
木
を
無

料
配
布
し
ま
す
。

申
込
方
法

　

８
月
31
日
㈪
ま
で
に
電
話
ま
た
は

直
接

※ 

最
低
配
布
本
数
は
１
カ
所
あ
た
り

高
木
10
本
以
上

※
配
布
の
時
期
・
場
所
は
別
途
連
絡

申
込
・
問
合
先

　

土
木
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
４
８
７
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